
久米島町特定不妊治療助成事業について久米島町特定不妊治療助成事業について

お問合せ　福祉課　☎985-7124

お気軽に
ご相談
ください

1. 助成額 ◆１回の治療につき、15万円まで

2. 助成対象者

3. 申請手続き

特定不妊治
療に

係る渡航費
助成

もあります
！

対象となる方

対象となる方

助成額
・３歳から小学校卒業まで　
・同行を必要とする保護者１名

助成を受けるためには
①治療費の領収証（『こども医療費助成受給者証』を利用した場合は治療費の診療明細書）
②交通費の領収証（※小児運賃還付、フェリー片道運賃還付対象分は写し）
③搭乗券または乗船証明書 （※小児運賃還付、フェリー片道運賃還付対象分は写し）
④振込先のカードまたは通帳の写し

＊注意事項＊
・「保険適用外」の診療分や適切でない診療などがあった場合、助成対象外となります。
・『こども医療費助成受給者証』を利用した場合は、医療機関にて忘れずに診療明細書を受け取ってください。

支給申請書に以下の書類を添えて、診療月の翌月に提出してください。

・渡航費（交通費を含む）　
　渡航１回につき7,000 円（同行者の場合 10,000 円）
　助成額に満たない場合、実費助成

支給申請期限 振込について
・治療を受けた日から１年以内 ・申請月の翌月末にお振込みします。

※提出書類の不備がある場合、確認のため、
　２～３か月要することがあります。

＊不妊・不育に関することお気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談は 福祉課　福祉班　☎985-7124

小児歯科治療渡航費助成令和３年
9月より
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